
 

 
 

 

 

平成３１年第１回中津川市議会(定例会) 
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平成３１年２月２５日 

 

 



議第６０号 

  

中津川市議会事務局事務分掌規則及び中津川市議会事務局職員の職

名及び補職名規則の一部改正について（案） 

 

中津川市議会事務局事務分掌規則及び中津川市議会事務局職員の職名及

び補職名規則の一部を改正する規則を次のように制定するものとする。 

 

  平成３１年２月２５日提出 

 

 

            提出者  議会運営委員会 

                    委員長 吉村 久資 
 



中津川市議会事務局事務分掌規則及び中津川市議会事務局職員の職

名及び補職名規則の一部を改正する規則 

 

（中津川市議会事務局事務分掌規則の一部改正） 

第１条 中津川市議会事務局事務分掌規則（昭和３８年中津川市議会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「庶務課」を「議会総務課」に、「庶務係」を「総務係」に改

める。 

  第２条第１項中「庶務係」を「総務係」に改める。  

 （中津川市議会事務局職員の職名及び補職名規則の一部改正）  

第２条 中津川市議会事務局職員の職名及び補職名規則（昭和３８年中津川

市議会規則第３号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第２項第１号を次のように改める 

  （１）総務係長 

附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 


